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　新しい労働者協同組合原則の原案が提出さ
れ、1年間の検討を経て正式に決定するとの
ことである。今後の検討に資することを期し
て、ここでは原則の前提要件として労働者協
同組合原則に必須の事項について若干のコメ
ントを行いたい。原案の個々には触れないが
それは別の機会に待ちたい。

「労働者協同組合原則」のための前提要件・必
須事項とは何か。それはさしあたり次の３に
求めたい。
①労働者協同組合原則は、協同組合一般
の国際原則である1995年 ICA原則に合
致するものであること。
②労働者協同組合原則は、協同組合一般
の原則に対する労働者協同組合の独自
性を明示したものであること。
③労働者協同組合原則は、これまでの事
業団・労協運動が生み出してきた運動・
実践の成果や教訓を反映させたもので
あること。

　このように新しい労働者協同組合原則に
は、協同組合原則の国際的普遍性、労働者協
同組合の独自性、労協運動の実践性・現実性
が反映されなければならない。そのどれを欠
いても「労働者協同組合原則」というわけに
はいかないであろう。

《1995年ICA原則との合致》

　1995年ICA原則は100年余の国際的な協同
組合運動の到達点であり、21世紀の協同組合
がすすむべき指針である。したがって、まず
もってこのICA原則の意味や内容を正確に把
握し、それを反映させなければならない。
　ICA原則の歴史のなかで、いわば第3段階
の原則であるこの原則の要諦はなにか。それ
は、①この原則が消費組合中心のいわゆる
ロッチデール原則から、すべて（５つの伝統：
消費組合、信用組合、労働者生産組合、農業
組合、サービス組合）の協同組合に合致する
原則に脱皮を図ったものであること、②協同
組合とは何か、協同組合のアイデンティティ
を明確とし、協同組合の独自性を明らかにし
たこと、③協同組合の目的・使命を、組合員
とその地域社会の利益を実現することとし、
組合員中心に立ち返ることの必要と社会的責
務を負うことを明示し、そのために協同組合
の組織と経営を強化することを明確とした、
ということができる。協同組合の定義、組合
員を中心とした原則の規定、共同財産・不分
割積立金原則、地域社会への貢献原則、そし
て｢宣言｣末尾における「協同組合の約束」の
センメイ

闡明はそれを如実に物語っている。
　したがって、労働者協同組合原則において
はこのICA原則の真髄を反映することが必要
となる。

原 則 の 前 提 要 件
―労働者協同組合の原則に対するコメント―
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《労働者協同組合の独自性の発揮》

　ICA原則は多様性をもつあらゆる協同組合
に共通した原則であり、それを目指したので
あるが、しかしやはりロッチデール原則の影
響がもっとも強いのも事実である。また協同
組合の種類によってそれぞれ異なる要素もあ
り、労働者協同組合においてはとりわけそれ
以外の協同組合と際立った特質を有するので
あって、そこでは労働者協同組合の独自性が
発揮されなければならない。
　労働者協同組合の特質は、古くから議論さ
れてきたことであるが、それを正確に把握す
ることが重要であろう。それは次の３点に求
められるであろう。
　第1に、労働者協同組合の組合員が労働す
る人であり、協同組合一般の「出資・利用・
経営の三位一体」ではなく、「出資・労働・経
営の三位一体」を特質とすることである。「労
働」が中核にある協同組合であるということ
ができる。そしてその「労働」は「協同労働」
として、「自営労働」（第１の労働）でもなく
「雇用労働」（第２の労働）でもないまさしく
「第３の労働」という性格を付与することが
できる。
　第２に組織構造の特質である。一般に協同
組合は「社会的組織を基底とした経済的組
織」という「社会的組織」と｢経済的組織｣の
「立体的統合構造」を有するいわば「二重性」
にその特質を認めることができるが、労働者
協同組合はその｢社会的組織｣と｢経済的組織｣
が「一体的構造」をなしているところに特質
がある。いわば、この２つの要素が「労働」
をとおして一体的に結合しているのであっ
て、この点の自覚が不可欠なところである。
なぜなら一般の協同組合は今日大きな困難に
直面しているが、それはこの｢社会的組織｣と

｢経済的組織｣が分離し、｢経済的組織｣による
｢社会的組織｣の支配が進行しているところに
起因しているからである。労働者協同組合に
おいてもその組織構造の特質を把握し、それ
を生かす方策を具体化することが必要であろ
う。
　第3に労働者協同組合が有する困難につい
てである。それは、①販路の不足、②資本の
不足、③管理上の訓練の不足、④技術･技能
の不足の４つである。これらは一般の協同組
合やさまざまな組織体にも共通するものであ
るが、労働者協同組合においてはその有する
特質ゆえ、とりわけ深刻な問題として顕現す
る。この４つの困難を克服する道筋が原則に
明らかにされる必要がある。

《日々の運動・実践の反映》

　労働者協同組合原則は、これまでの運動の
中の経験や教訓が凝縮的に反映されなければ
ならない。そして日々の実践活動の中で生み
出され、蓄積されてきた一つ一つの成果・問
題点などがとりいれられていかなければなら
ない。
　ICA原則はもちろん、ビュシェの原則、ロッ
チデールの原則、ライファイゼンの原則、モ
ンドラゴンの原則、クレジットユニオンの原
則など各種の協同組合原則は、それぞれの協
同組合の実践・運動の中からうみだされてき
たものである。<運動・実践→原則→運動･実
践>の相互連関が重要である。原則はどこか
よそにあるのではなく、具体的な実践の場に
あるのであり、それはさまざまなルールや約
束事や定款などの中にあるである。「良い仕
事」の実現、さまざまな「業務改革」、単位
労協や高齢協などの定款、これらの中にある
のである。


